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第　  284  　号

火 曜 日 発 行

令 和 ６ 年
２月 ６ 日（火）

福
井
県
告
示
第
３
９
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

　
　
　
　
　
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
６
年
１
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
４
０
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

　
　
　
　
　
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
６
年
１
月
１
８
日

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

（※

は
県
例
規
集
登
載
事
項
）

告
　
示

○
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
九
・
県
民
安
全
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

○
有
害
な
図
書
等
の
指
定
（
四
〇
・
同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の
規
定
に
よ
る
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
登
録
（
四
一
・
長

　
寿
福
祉
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
決
定
お
よ
び
関
係
書
類
の
縦
覧
（
四
二
〜
五
〇
・
農
村
振
興
課

　
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
お
よ
び
関
係
書
類
の
縦
覧
（
五
一
・
同
）…

…
…
…
…
…
…

六

○
福
井
県
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
（
五
二
・
水
産
課
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

○
福
井
県
知
事
許
可
漁
業
に
お
け
る
制
限
措
置
お
よ
び
申
請
期
間
に
つ
い
て
（
五
三
・
同
）…

…
…

六

公
　
告

○
福
井
県
動
物
愛
護
管
理
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
の
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
（
医
薬
食
品

　
・
衛
生
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
六
件

　
・
県
立
病
院
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
公
営

　
企
業
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
二
件
・
丹
南
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…

二
八

○
河
川
法
に
基
づ
き
除
却
し
た
船
舶
の
保
管
に
つ
い
て
（
河
川
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
八

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
警
察

　
本
部
会
計
課
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
〇

教
育
委
員
会
告
示

※

福
井
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
係
る
県
統
計
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
一
・
高

　
校
教
育
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
二

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施…

…
…

三
三

告
　
　
　
　
　
示

種
別

映
画
Firebird フ

ァ
イ
ア
バ
ー
ド

（
原
題
）
FIREBIRD

リ
ア
リ
ー
ラ
イ
ク
フ
ィ
ル
ム
ズ

（
イ
ギ
リ
ス
、
エ
ス
ト
ニ
ア
）

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名
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福
井
県
告
示
第
４
１
号

　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
３
０
号
）
附
則
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
事
業
所
の
名
称

　
　
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
い
な
ほ

２
　
事
業
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
江
端
町
２
０
字
２
０
－
２
４

３
　
事
業
者
の
名
称

　
　
株
式
会
社
福
井
メ
デ
ィ
ッ
ク
ス

４
　
登
録
年
月
日

指
定
番
号

雑
誌
等

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

雑
誌
68549-39

雑
誌
68549-59

雑
誌
68549-51

雑
誌
68549-55

雑
誌
01737-01

雑
誌
04851-12

雑
誌
04852-02

雑
誌
07967-12

雑
誌
07263-02

雑
誌
04959-2

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
ラ
ゴ
ー

株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
ラ
ゴ
ー

株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
ラ
ゴ
ー

株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン
ハ
ウ
ス

株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン
ハ
ウ
ス

株
式
会
社
タ
ビ
ア
ー
ニ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｌ
ｓ
　
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｓ
Ｐ
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
６

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｌ
ｓ
　
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｂ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
２

ｇ
ｉ
ｒ
ｉ
　
ｇ
ｉ
ｒ
ｉ
　
Ｓ
Ｐ
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
７

ギ
リ
ギ
リ
限
界
マ
ガ
ジ
ン
！
！

働
く
レ
デ
ィ
お
貸
し
し
ま
す
Ｓ
Ｐ
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
０

ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｎ
ｅ
ｔ
　
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
・
ネ
ッ
ト

２
０
２
４
年
１
月
号

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ジ
ャ
ッ
ク
　
２
０
２
３
年
１
２
月
号

Ｄ
Ｖ
Ｄ
ジ
ャ
ッ
ク
２
月
号
増
刊

は
れ
ん
ち
マ
ダ
ム
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
１

ベ
ビ
ー
フ
ェ
イ
ス
α
　
１
２
月
号

Ｊ
Ｓ
ロ
リ
ー
タ
　
２
０
２
４
年
２
月
号

ｖ
ｏ
ｌ
．
６
９

新
生
ニ
ャ
ン
²倶
楽
部
　
２
０
２
４
年
２
月
号

図
書
等
名

製
作
所
、
発
行
所
等
名

雑
誌
番
号
等
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令
和
６
年
２
月
１
日

５
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
訪
問
介
護

６
　
実
施
す
る
行
為

　
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引

　
　
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の
喀
痰
吸
引

　
　
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養

　
　
経
鼻
経
管
栄
養

７
　
登
録
番
号

　
　
１
８
１
１
１
０
３
４
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
２
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
上
丁
地
区
　
区
画
整
理
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
（
ほ
場
）
）
事
業
）
に
つ
き
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る

。　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
大
野
市
地
域
経
済
部
農
業
林
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
３
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
甑
谷
地
区
　
区
画
整
理
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
（
ほ
場
）
）
事
業
）
に
つ
き
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る

。　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事

と
な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
池
田
水
海
地
区
　
区
画
整
理
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
（
ほ
場
）
）
事
業
）
に
つ
き
土
地
改
良

事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
池
田
町
町
土
整
備
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
高
江
・
安
沢
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
（
土
地
総
）
）
事
業
）
に

つ
き
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
坂
井
市
産
業
政
策
部
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
高
江
・
安
沢
地
区
　
暗
渠
排
水
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
（
土
地
総
）
）
事
業
）
に
つ
き
土
地

改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
坂
井
市
産
業
政
策
部
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
７
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
神
田
谷
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
た
め
池
等
整
備
（
防
災
重
点
緊
急
整
備
型
）
）
事
業
）

に
つ
き
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
８
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
芦
原
北
潟
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
（
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
事
業
）
に

つ
い
て
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事
と

な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
あ
わ
ら
市
経
済
産
業
部
農
林
水
産
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
４
９
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
高
山
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
事
業
）
に
つ

き
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事

と
な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
越
前
町
農
林
水
産
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
５
０
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
古
川
排
水
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
農
村
災
害
対
策
整
備
）
事
業
）
に
つ
き
土
地
改
良
事

業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。
　
な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事

と
な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
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２
８
５

福
井
県
ず
わ
い
が
に

漁
業 知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

（
単
位
：
ト
ン
）

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
永
平
寺
町
農
林
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
５
１
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改

良
事
業
（
主
計
地
区
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
た
め
池
等
整
備
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
）
）
事

業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
変
更
計
画
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
８
８
条
第
６
項
で
準
用
す
る
同
法
第
８
７
条
第
６
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
３
７
年
法
律

第
１
３
９
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
（
審
査
請
求
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
）
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知
事

と
な
る
。
）
、
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
１
４
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
計
画
が
定
め
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
原
則
と
し
て
こ
の
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら

　
　
令
和
６
年
３
月
７
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
福
井
市
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

　
　
鯖
江
市
都
市
整
備
部
土
木
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
５
２
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系
群
Ａ
海
域
に
関
す
る
令
和
５
管
理
年
度
（
令
和
５
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
６

年
６
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第

４
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

第
１
　
ず
わ
い
が
に
日
本
海
Ａ
海
域

　
１
　
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

　
法
第
１
６
条
第
１
項
の
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区
分
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
５
３
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
５
８
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
よ
び
同
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第

５
７
条
第
１
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
お
よ
び
福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
福
井
県
規

則
第
５
６
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
つ
き
、
規
則
第
１
１

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
お
よ
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
お
よ
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
ま
た
は
漁
業
者
の
数
そ

の
他
の
制
限
措
置
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漁
業
種
類
漁
業
種
類

の
名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の

総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

（
略
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
３
隻
）

５
５
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
９
隻
）

４
０
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
１
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

６
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
８
隻
）

福
井
県
に
住
所
を
置
く
者

石
川
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

北
海
道
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

青
森
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

岩
手
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

秋
田
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
形
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

新
潟
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

富
山
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

京
都
府
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

兵
庫
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

鳥
取
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

島
根
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
口
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

佐
賀
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

長
崎
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

（
略
）

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

た
だ
し
、
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
雄
島
北
端
の
点
、
同

点
か
ら
真
方
位
３
１
５
度
３
海
里
の
点
お
よ
び
福
井
県

大
飯
郡
高
浜
町
甲
埼
（
正
面
埼
）
突
端
の
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
。

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

４
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

５
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

小
型
い
か

釣
り
漁
業
小
型
い
か

釣
り
漁
業

５
ト
ン
以

上
３
０
ト

ン
未
満
の

範
囲
に
お

い
て
許
可

証
に
記
載

さ
れ
て
い

る
船
舶
の

総
ト
ン
数

許
可
証
に

記
載
さ
れ

て
い
る
推

進
機
関
の

馬
力
数

表
２
　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
２
号
に
掲
げ
る
小
型
い
か
釣
り
漁
業

漁
業
種
類

漁
業
種
類

の
名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の

総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む

者
の
資
格

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
（
手
繰
第

１
種
漁
業
）

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
（
手
繰
第

２
種
漁
業
）

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
（
手
繰
第

３
種
漁
業
）

な
ま
こ
け
た

網
漁
業

貝
け
た
網
漁

業

０
（
許
可
ま
た
は
起

業
の
認
可
を
受
け
て

い
る
船
舶
の
数
：
０

隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起

業
の
認
可
を
受
け
て

い
る
船
舶
の
数
：
０

隻
）

１
４
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受
け

て
い
る
船
舶
の
数
：

１
５
隻
）

最
大
高
潮
時
海
岸
線
上
の
福
井
・
石
川
両
県
境
か
ら
真
方
位
３
１
３
度
の
線
と
あ

わ
ら
市
と
坂
井
市
と
の
境
界
に
設
置
し
た
標
柱
か
ら
真
方
位
３
２
３
度
の
線
の
両

線
間
に
お
け
る
陸
岸
か
ら
１
，０
０
０
メ
－
ト
ル
以
内
の
海
域

た
だ
し
、操
業
中
の
地
曳
網
の
周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

お
お
い
町
大
島
地
先
赤
礁
東
端
と
、小
浜
市
泊
地
先
泊
鼻
南
端
を
結
ぶ
線
以
南

の
小
浜
湾
の
海
域
。

た
だ
し
、共
同
漁
業
権
共
第
２
７
号
、共
第
３
０
号
、共
第
３
１
号
の
漁
場
の
区
域

お
よ
び
養
殖
用
施
設
の
周
囲
２
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

さ
ら
に
、９
月
１
５
日
か
ら
１
０
月
４
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
、共
同
漁
業
権
共

第
２
６
号
の
区
域
の
う
ち
次
の（
ア
）か
ら（
エ
）の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
、（
エ
）

か
ら
真
方
位
９
０
度
の
線
お
よ
び
海
岸
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。

（
ア
）小
浜
市
仏
谷
地
先
双
児
島
西
端

（
イ
）（
ア
）か
ら
真
方
位
２
２
３
度
６
０
０
ｍ
の
点

（
ウ
）（
ア
）か
ら
真
方
位
１
７
３
度
６
０
０
ｍ
の
点

（
エ
）小
浜
市
仏
谷
地
先
児
島
東
端
か
ら
真
方
位
１
４
３
度
２
０
０
ｍ
の
点

お
お
い
町
大
島
地
先
赤
礁
東
端
と
、小
浜
市
泊
地
先
泊
鼻
南
端
を
結
ぶ
線
以
南

の
小
浜
湾
の
海
域

た
だ
し
、共
同
漁
業
権
共
第
２
６
号
、共
第
２
７
号
の
漁
場
お
よ
び
養
殖
用
施
設

の
周
囲
２
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

さ
ら
に
、９
月
１
５
日
か
ら
１
０
月
４
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
、青
戸
の
大
橋
東

端
よ
り
西
側
の
小
浜
湾
の
海
域
を
除
く
。

７
月
１
日
か
ら

８
月
３
１
日
ま
で

３
月
６
日
か
ら

３
月
２
５
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
５
日
か
ら

１
０
月
４
日
ま
で

３
月
６
日
か
ら

３
月
２
５
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
５
日
か
ら

１
０
月
４
日
ま
で

あ
わ
ら
市

お
よ
び
坂
井
市
三

国
町
に
住
所
を
置

く
者

小
浜
市
に
住
所
を

置
く
者

高
浜
町
和
田
地

域
お
よ
び

お
お
い
町
大
島
地

域
に
住
所
を
置
く

者

許
可
証
に

記
載
さ
れ

て
い
る
総

ト
ン
数

許
可
証
に

記
載
さ
れ

て
い
る
推

進
機
関
の

馬
力
数

表
１
　
法
第
５
７
条
第
１
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
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漁
業
種
類
漁
業
種
類

の
名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の

総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

（
略
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
３
隻
）

５
５
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
９
隻
）

４
０
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
１
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

６
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
８
隻
）

福
井
県
に
住
所
を
置
く
者

石
川
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

北
海
道
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

青
森
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

岩
手
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

秋
田
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
形
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

新
潟
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

富
山
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

京
都
府
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

兵
庫
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

鳥
取
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

島
根
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
口
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

佐
賀
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

長
崎
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

（
略
）

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

た
だ
し
、
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
雄
島
北
端
の
点
、
同

点
か
ら
真
方
位
３
１
５
度
３
海
里
の
点
お
よ
び
福
井
県

大
飯
郡
高
浜
町
甲
埼
（
正
面
埼
）
突
端
の
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
。

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

４
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

５
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

小
型
い
か

釣
り
漁
業
小
型
い
か

釣
り
漁
業

５
ト
ン
以

上
３
０
ト

ン
未
満
の

範
囲
に
お

い
て
許
可

証
に
記
載

さ
れ
て
い

る
船
舶
の

総
ト
ン
数

許
可
証
に

記
載
さ
れ

て
い
る
推

進
機
関
の

馬
力
数

表
２
　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
２
号
に
掲
げ
る
小
型
い
か
釣
り
漁
業
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公
　
　
　
　
　
告

２
　
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

⑴
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
３
種
漁
業
）
の
う
ち
、
貝
け
た
網
漁
業

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
０
日
ま
で

⑵
　
小
型
い
か
釣
り
漁
業
の
う
ち
、
石
川
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

　
　
令
和
６
年
２
月
１
５
日
か
ら
令
和
６
年
６
月
１
５
日
ま
で

⑶
　
小
型
い
か
釣
り
漁
業
の
う
ち
、
福
井
県
と
石
川
県
以
外
の
道
府
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

　
　
令
和
６
年
２
月
１
５
日
か
ら
令
和
６
年
４
月
１
５
日
ま
で

　
福
井
県
動
物
愛
護
管
理
業
務
の
委
託
先
募
集
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
り

実
施
す
る
の
で
、
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
委
託
す
る
業
務

⑴
　
名
称

　
　
福
井
県
動
物
愛
護
管
理
業
務

⑵
　
内
容

ア
　
福
井
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
動
物
愛
護
管
理
業
務

（
略
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
３
隻
）

５
５
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
９
隻
）

４
０
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
１
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

６
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
８
隻
）

福
井
県
に
住
所
を
置
く
者

石
川
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

北
海
道
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

青
森
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

岩
手
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

秋
田
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
形
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

新
潟
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

富
山
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

京
都
府
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

兵
庫
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

鳥
取
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

島
根
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
口
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

佐
賀
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

長
崎
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

（
略
）

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

た
だ
し
、
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
雄
島
北
端
の
点
、
同

点
か
ら
真
方
位
３
１
５
度
３
海
里
の
点
お
よ
び
福
井
県

大
飯
郡
高
浜
町
甲
埼
（
正
面
埼
）
突
端
の
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
。

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

４
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

５
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で
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イ
　
福
井
県
動
物
愛
護
推
進
計
画
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
業
務

２
　
委
託
期
間

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

３
　
企
画
提
案
書
等
を
求
め
る
事
項

　
　
企
画
提
案
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
段
「
７
　
説
明
資
料
等
の
交
付
」
に
よ
り
交
付
す
る
募
集

要
領
等
に
よ
る
。

４
　
応
募
資
格

⑴
　
応
募
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
法
人
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
８
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
１
２
条
第
１
項

各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ウ
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

エ
　
応
募
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

オ
　
本
店
お
よ
び
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
等
が
国
税
ま
た
は
地
方
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

５
　
業
務
内
容
説
明
会
の
開
催

　
⑴
　
開
催
日
時

　
　
　
令
和
６
年
２
月
１
６
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら

　
⑵
　
開
催
場
所

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
庁
　
６
階
　
大
会
議
室

６
　
申
込
方
法

　
　
当
該
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
「
参
加
表
明
書
」
お
よ
び
「
法
人
概
要
書
」
を

令
和
６
年
２
月
２
０
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
、
次
の
と
お
り
提
出
す
る
こ
と
。

⑴
　
提
出
方
法

　
　
郵
送
（
配
達
証
明
）
ま
た
は
直
接
持
参
に
よ
る
。

⑵
　
提
出
先

　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
　
食
品
安
全
グ
ル
ー
プ

７
　
説
明
資
料
等
の
交
付

　
募
集
要
領
お
よ
び
企
画
提
案
書
等
関
係
資
料
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
　
交
付
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
０
日
（
火
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

　
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前

　
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
　
交
付
場
所

　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
　
食
品
安
全
グ
ル
ー
プ

　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
５
５

　
　
な
お
、
福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

８
　
企
画
提
案
書
等
の
提
出

⑴
　
提
出
方
法

　
　
郵
送
（
配
達
証
明
）
ま
た
は
直
接
持
参
に
よ
る
。

⑵
　
提
出
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
局
医
薬
食
品
・
衛
生
課
　
食
品
安
全
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
５
５

⑶
　
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
（
金
）
午
後
５
時

９
　
企
画
提
案
書
等
の
提
出
辞
退

　
　
参
加
表
明
後
に
企
画
提
案
書
等
の
提
出
を
辞
退
す
る
場
合
は
、
企
画
提
案
書
等
提
出
辞
退
届
（
様
式

自
由
）
を
企
画
提
案
書
等
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

１
０
　
企
画
提
案
書
等
の
審
査

　
　
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
に
つ
い
て
は
、
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
参
加
者
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
上
で
、
審
査
基
準
に
基
づ
き
審
査
す
る
。

　
　
な
お
、
審
査
委
員
会
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
に
別
途
通
知
す
る
。

１
１
　
委
託
先
候
補
の
決
定
方
法

　
　
審
査
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
、
総
合
点
が
最
も
高
か
っ
た
参
加
者
を
委
託
先
候
補
に
決
定
す
る
。

１
２
　
審
査
結
果
の
通
知

　
　
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
全
参
加
者
に
通
知
す
る
。

１
３
　
そ
の
他

⑴
　
県
に
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
な
い
。

⑵
　
提
出
さ
れ
た
書
類
の
内
容
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
失
格
と
す
る
。

⑶
　
こ
の
募
集
の
参
加
の
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
参
加
者
の
負
担
と
す
る
。

⑷
　
当
該
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言

語
な
ら
び
に
通
貨
は
、
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑸
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
募
集
要
領

（
略
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
３
隻
）

５
５
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
９
隻
）

４
０
（
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
受
け
て
い
る
船

舶
の
数
：
４
１
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

１
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

３
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

４
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
４
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

０
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
０
隻
）

２
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
２
隻
）

６
（
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
８
隻
）

福
井
県
に
住
所
を
置
く
者

石
川
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

北
海
道
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

青
森
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

岩
手
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

秋
田
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
形
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

新
潟
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

富
山
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

京
都
府
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

兵
庫
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

鳥
取
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

島
根
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

山
口
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

佐
賀
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

長
崎
県
に
漁
業
の
根
拠
地
を
有
す
る
者

（
略
）

福
井
県
沖
合
海
域

福
井
県
沖
合
海
域

た
だ
し
、
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
雄
島
北
端
の
点
、
同

点
か
ら
真
方
位
３
１
５
度
３
海
里
の
点
お
よ
び
福
井
県

大
飯
郡
高
浜
町
甲
埼
（
正
面
埼
）
突
端
の
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
。

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

４
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

５
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で
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等
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
お
よ
び
役
務
（
以
下
「
調
達
物
品
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
新
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

⑵
　
調
達
物
品
等
の
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
福
井
県
立
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
新
お
よ
び
保
守
業
務
調
達
仕
様
書
（
以
下

「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
１
２
月
３
１
日
（
火
）

⑷
　
保
守
期
間

　
令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
１
２
年
１
２
月
３
１
日
（
６
年
間
）

　
　
こ
の
場
合
に
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
減
額
ま
た
は
削
除

が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
は
解
除
す
る
。

⑸
　
納
入
場
所

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
　
情
報
シ
ス
テ
ム
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
一
般
財
団
法
人
日
本
情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
も
し
く
は
同
協
会
が
認
定
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
指

定
審
査
機
関
が
認
定
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
登
録
証
を
受
け
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
一
般
財
団

法
人
情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
認
定
セ
ン
タ
ー
が
認
定
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
機
関
が
認
証
す
る

Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
定
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）
の
取
得
を
受
け
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

⑻
　
機
器
の
故
障
時
に
速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
保
守
拠
点
か
ら
病
院
ま
で
の
所
要
時

間
が
概
ね
３
０
分
以
内
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
に
よ
り
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は

入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
６

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
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令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
６
日
（
月
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
契
約
担
当
者
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
６
日
（
月
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
８

時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す

る
こ
と
。

　
（
提
出
先
）

　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
下
記
ア
か
ら
エ
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
郵
便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
入
札
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連

絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
（
内
訳
書
）
在
中
」
と
朱
書

し
た
内
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
入
札
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、

入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「

入
札
書
（
内
訳
書
）
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
１
８
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で
（
必
着
）

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
９
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
大
会
議
室

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
等
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
室
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電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
６

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２
 

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
 

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課

総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
⑻
　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
発
効
時
に
お
い
て
生
じ
る
。

１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the services to be required

　
Purchase of a Fukui Prefectural hospital  netw

ork apparatus and m
aintenanceduties 

1set
⑵
　
D
ate,tim

e of bidding
　
　
9:00 21st M

arch 2024
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
31st D

ecem
ber 2024

⑷
　
Period of contract

　
　
From

 day of contract to 31st D
ecem

ber 2030
⑸
　
T
he place for delivery and contact point for the notice

　
Inform

ation System
 O
ffi
ce,Fukui Prefectural H

ospital,2‒8‒1 Y
otsui Fukui City, 

Fukui Prefecture. 910‒8526 Japan.
　
　
T
EL 0776‒57‒2946

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
腹
部
血
管
Ｃ
Ｔ
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

⑵
　
委
託
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
令
和
９
年
３
月
３
１
日
（
水
）
ま
で
（
３
年
間
）

　
　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
つ
い
て
、
減
額

ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
履
行
場
所

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院

⑸
　
そ
の
他

　
　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
福
井
県
病
院
事
業
会
計
当
初
予
算
発
効
時

に
お
い
て
生
じ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時
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ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
５
年

法
律
第
１
４
５
号
）
第
４
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑻
　
機
器
の
故
障
時
に
速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
営
業
所
か
ら
病
院
ま
で
の
所
要
時
間

が
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格

確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
８

時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
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る
こ
と
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
下
記
ア
か
ら
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
郵

便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
入
札
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡

　
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
内
封
筒
に
封

　
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
入
札
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、
入

札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「
入
札

書
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
５
⑵
イ
（
提
出
先
）
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
（
必
着
）

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日
（
月
）
９
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
中
会
議
室
１

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
３
６
か
月
分
の
見
積
額
を
３
６
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０

に
相
当
す
る
額
、
い
わ
ゆ
る
月
額
（
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
含
ま
な
い
。
）
と
す
る
。

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
（
月
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
役
務
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先
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〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課

総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
W
ork content

　
　
A
bdom

inal vascular CT
 equipm

ent m
aintenance service 1set

⑵
　
D
ate, tim

e of bidding
　
　
9:00 A

M
 25th M

arch 2024
⑶
　
O
perating period

　
　
From

 1st A
pril 2024 to 31st M

arch 2027
⑷
　
Contact point for the notice
　
Property m

anagem
ent division, Fukui Prefectural H

ospital, 2‒8‒1 Y
otsui,Fukui 

city, Fukui prefecture.910‒8526,Japan.
　
　
T
EL 0776‒57‒2944

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
Ｃ
Ｔ
搭
載
ガ
ン
マ
カ
メ
ラ
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

⑵
　
委
託
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
（
土
）
ま
で
（
５
年
間
）

　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
つ
い
て
、
減
額

ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
履
行
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

　
　
福
井
県
立
病
院

⑸
　
そ
の
他

　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
福
井
県
病
院
事
業
会
計
当
初
予
算
発
効
時

に
お
い
て
生
じ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
５
年

法
律
第
１
４
５
号
）
第
４
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑻
　
機
器
の
故
障
時
に
速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
営
業
所
か
ら
病
院
ま
で
の
所
要
時
間

が
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と
。
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３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格

確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
８

時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

　
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

　
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

　
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

　
た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す

る
こ
と
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
下
記
ア
か
ら
エ
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
郵
便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
入
札
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連

絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
内
封
筒

に
封
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
入
札
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、

入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「

入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
５
⑵
イ
（
提
出
先
）
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
（
必
着
）

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日
（
月
）
９
時
１
０
分
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⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
中
会
議
室
１

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
６
０
か
月
分
の
見
積
額
を
６
０
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０

に
相
当
す
る
額
、
い
わ
ゆ
る
月
額
（
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
含
ま
な
い
。
）
と
す
る
。

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
（
月
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
役
務
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課

総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
W
ork content

　
　
Gam

m
a cam

era device w
ith CT

 m
aintenance service 1set

⑵
　
D
ate, tim

e of bidding
　
　
9:10 A

M
 25th M

arch 2024
⑶
　
O
perating period

　
　
From

 1st A
pril 2024 to 31st M

arch 2029
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
Property m

anagem
ent division, Fukui Prefectural H

ospital, 2‒8‒1 Y
otsui,Fukui 　

　
city, Fukui prefecture.910‒8526,Japan.
　
　
T
EL 0776‒57‒2944

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
手
術
室
血
管
造
影
Ｘ
線
撮
影
装
置
保
守
業
務
委
託
　
一
式

⑵
　
委
託
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。
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⑶
　
契
約
期
間

　
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
（
土
）
ま
で
（
５
年
間
）

こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
つ
い
て
、
減
額
ま

た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
履
行
場
所

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院

⑸
　
そ
の
他

　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
福
井
県
病
院
事
業
会
計
当
初
予
算
発
効
時

に
お
い
て
生
じ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
５
年

法
律
第
１
４
５
号
）
第
４
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑻
　
機
器
の
故
障
時
に
速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
営
業
所
か
ら
病
院
ま
で
の
所
要
時
間

が
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格

確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
７
日
（
火
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
８

時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
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⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す

る
こ
と
。

（
提
出
先
）

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
下
記
ア
か
ら
エ
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
郵
便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
入
札
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連

絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
内
封
筒

に
封
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
入
札
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、

入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「

入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
５
⑵
イ
（
提
出
先
）
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
（
必
着
）

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日
（
月
）
９
時
２
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
中
会
議
室
１

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
６
０
か
月
分
の
見
積
額
を
６
０
で
除
し
た
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０

に
相
当
す
る
額
、
い
わ
ゆ
る
月
額
（
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
含
ま
な
い
。
）
と
す
る
。

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
（
月
額
）
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
役
務
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。
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福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
放
射
線
治
療
装
置
関
連
機
器
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
お
よ
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
　
一
式

⑵
　
調
達
物
品
等
の
内
容

　
入
札
説
明
書
お
よ
び
放
射
線
治
療
装
置
関
連
機
器
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
等
の
更
新
仕
様
書
（
以
下
「

入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
３
月
２
９
日
（
金
）

⑷
　
納
入
場
所

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
　
放
射
線
治
療
棟
操
作
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課

総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
W
ork content

　
　
H
ybrid operating room

 angiography X
-ray equipm

ent m
aintenance service 1set

⑵
　
D
ate, tim

e of bidding
　
　
9:20 A

M
 25th M

arch 2024
⑶
　
O
perating period

　
　
From

 1st A
pril 2024 to 31st M

arch 2029
⑷
　
Contact point for the notice
　
Property m

anagem
ent division, Fukui Prefectural H

ospital, 2‒8‒1 Y
otsui,Fukui 

city, Fukui prefecture.910‒8526,Japan.
　
　
T
EL 0776‒57‒2944

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
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オ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
５
年

法
律
第
１
４
５
号
）
第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
の
許
可
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
に
よ
り
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は

入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

　
テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
契
約
担
当
者
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
（
木
）
ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
８

時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す

る
こ
と
。

（
提
出
先
）

４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
下
記
ア
か
ら
エ
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
郵
便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
入
札
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連

絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
内
封
筒

に
封
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
入
札
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、

入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「

入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
４
⑴
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
８
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
（
必
着
）
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⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
９
時
０
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
中
会
議
室
１

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
４

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課

総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be purchased

　
　
H
ardw

are and softw
are for radiotherapy system

-related equipm
ent　

1set
⑵
　
D
ate,tim

e of bidding
　
　
9:00 A

M
 21st M

arch 2024
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
29th M

arch 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact point for the notice

　
Property m

anagem
ent division, Fukui Prefectural H

ospital, 2‒8‒1 Y
otsui,Fukui 

city, Fukui Prefecture,910‒8526,Japan.
　
　
T
EL 0776‒57‒2944

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
立
病
院
長
　
吉
川
　
淳

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称

　
　
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
１
種
１
号
）
（
年
度
開
始
前
の
契
約
準
備
行
為
）

⑵
　
調
達
物
品
の
調
達
予
定
数
量

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。
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⑶
　
納
入
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
９
月
３
０
日
ま
で

⑷
　
納
入
場
所

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院

⑸
　
そ
の
他

　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
福
井
県
病
院
事
業
会
計
予
算
発
効
時
に
お

い
て
生
じ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い

る
者
で
な
い
こ
と
。

⑷
　
福
井
県
に
納
付
す
べ
き
県
税
（
全
税
目
）
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑹
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

紙
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格

確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
お
よ
び
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
１

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
６
日
（
月
）
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。

）
を
除
く
。
）
ま
で
の
９
時
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提

出
し
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
６
日
（
月
）
（
休
日
を
除
く
。
) ９
時
か
ら

１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
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成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
者
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
提
出
期
間
内
に
、
次
の
提
出
先
に
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
（

期
間
内
必
着
）
す
る
こ
と
。
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
簡
易
書
留
郵
便
そ
の
他
の
配
達
記
録
が
残

る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
１

⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
５
⑵
ア
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
下
記
ア
か
ら
エ
の
要
領
で
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
郵
便
そ
の
他
配
達
記
録
が
残
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
。
）
。

ア
　
外
封
筒
お
よ
び
内
封
筒
の
二
重
封
筒
と
す
る
こ
と
。

イ
　
入
札
書
を
、
当
該
調
達
案
件
の
名
称
、
開
札
日
時
、
入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連

絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
、
「
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
内
封
筒

に
封
入
す
る
こ
と
。

ウ
　
イ
に
よ
り
作
成
し
た
内
封
筒
を
、
入
札
書
の
提
出
先
、
当
該
調
達
案
件
名
称
、
開
札
日
時
、

入
札
参
加
者
名
、
担
当
者
名
お
よ
び
連
絡
先
（
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
）
を
記
載
し
「

入
札
書
在
中
」
と
朱
書
し
た
外
封
筒
に
封
入
す
る
こ
と
。

エ
　
提
出
場
所

　
　
５
⑵
イ
の
提
出
先
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
（
必
着
）

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
９
時
４
０
分

⑷
　
開
札
場
所

　
　
福
井
県
立
病
院
　
中
会
議
室
１

７
　
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
金
額
は
納
入
場
所
ま
で
の
引
渡
し
に
要
す
る
一
切
の
諸
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
入
札
金
額
は
、
調
達
物
品
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
２
６

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課
利
用
環
境
サ
ー
ビ
ス
室

電
話
　
０
７
７
６
－
５
７
－
２
９
４
１

１
０
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
通
貨

　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
３
号
）
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用

す
る
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
福
井
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
７
５
条
に
お
い
て
準
用
す
る
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規

定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
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⑶
　
調
達
物
品
の
仕
様

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
発
注
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑷
　
調
達
物
品
の
納
入
に
係
る
期
間
お
よ
び
日
時

　
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
令
和
６
年
９
月
３
０
日
（
月
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
別
に
指
定

す
る
日
時

⑸
　
納
入
場
所

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
米
納
津
４
９
－
１
０
０
－
６

テ
ク
ノ
ポ
ー
ト
福
井
浄
化
セ
ン
タ
ー

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑵
　
入
札
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
に
よ
る
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
調
達
物
品
を
安
定
し
て
納
入
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
書
類
を
全
て
提
出
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
こ
の
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に

の
規
定
に
基
づ
き
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
。
⑺
　
２
に
記
載
す
る
「
別
に
知
事
が
行
う
審
査
」
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
am
e of products to be purchased

　
　
Fuel O

il JIS Class 1 N
o.1

⑵
　
Q
uantity of the products to be purchased

　
　
1,400K

l.
⑶
　
D
elivery Period

　
　
From

 1st A
pril 2024 to 30th Septem

ber 2024
⑷
　
D
elivery Place

　
　
2‒8‒1 Y

otsui, Fukui-city, Fukui ‒prefecture Fukui Prefectural H
ospital

⑸
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
9:40 A

M
 22nd M

arch 2024
⑹
　
Contact point for the notice
　
Business m

anagem
ent division, Fukui Prefectural H

ospital, 2‒8‒1 Y
otsui, 

Fukui-city, Fukui‒prefecture, 910-8526, Japan.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称

　
　
Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
重
油
１
種
１
号
）

⑵
　
調
達
物
品
の
調
達
予
定
数
量

　
　
３
２
０
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
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係
る
電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
参
加
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
以
下
「
資
料
」
と

い
う
。
）
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
て
県
の
事
前
審
査
を
受
け

、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
提
出
期
間

　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
か
ら
同
年
２
月
１
９
日
（
月
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。

）
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
契
約
担
当

者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
の
承
認
を
受
け
る
も
の
は
、
入
札
説
明
書
の
別
紙
５
を
資
料
と
共
に
契
約
担
当

者
へ
持
参
、
も
し
く
は
必
ず
配
達
記
録
が
残
る
方
法
に
て
郵
送
（
民
間
事
業
者
含
む
。
）
す
る
こ
と

。
⑶
　
提
出
場
所

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
公
営
企
業
課

５
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
公
営
企
業
課

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
５
３
５

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

　
　
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
に
添
付
さ
れ
る
電
子
デ
ー
タ
を
参
照
す
る
こ
と
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
入
札
日
時
等

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
入
札
書
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
（
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し

よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
提
出
期
間
）

令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑵
　
紙
入
札
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
の
提
出
期
間
等

ア
　
提
出
期
間

　
　
６
⑴
と
同
様
と
す
る
。

イ
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
す
る
。
）
。

ウ
　
提
出
場
所

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
公
営
企
業
課

⑶
　
開
札
の
日
時
お
よ
び
場
所

ア
　
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
午
前
１
０
時

イ
　
場
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
庁
１
０
階
１
０
０
５
会
議
室

７
　
入
札
の
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
調
達
物
品
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
価
格
と
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他
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⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通
 

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
休
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
⑻
　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
発
効
時
に
お
い
て
生
じ
る

。
１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
am
e of products to be purchased

　
　
Fuel O

il JIS Class 1 N
o.1

⑵
　
Q
uantity of the products to be purchased

　
　
320kl.

⑵
　
D
elivery period

　
　
From

 A
pril 1, 2024 through Septem

ber 30, 2024

⑷
　
D
elivery place
T
echnoport Fukui W

ater T
reatm

ent Center
49-100-6 Y

onozu, M
ikuni T

ow
n, Sakai city, Fukui prefecture

⑸
　
D
ate and place for bidding and bidding outcom

e
D
ate: 10:00.a.m

. M
arch 22, 2024

Place: Fukui prefectural governm
ent offi

ce 1005 conference room
 (10F), 3-17-1 　

　
　
　
O
hte, Fukui city, Fukui prefecture

⑹
　
Contact point for the notice

　
　
Public enterprise division, D

epartm
ent of business, industry and labor, Fukui 

prefectural governm
ent, 3-17-1 O

hte, Fukui city, Fukui prefecture 910-8580 Japan
　
　
T
el　
0776-20-0535

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
殿
後
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
た
め
池
等
整
備
（
大
規
模
）
）
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
）
事
業

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
５
年
４
月
２
８
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第

１
１
３
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
地
区
名

　
　
塚
町
地
区

２
　
土
地
改
良
事
業
の
名
称

　
　
農
業
用
用
排
水
施
設
（
農
村
災
害
対
策
整
備
）
事
業

３
　
工
事
完
了
年
月
日

　
　
令
和
５
年
１
２
月
２
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
井
の
口
川
水
系
二
級
河
川
井
の
口
川
に
お
い
て
河
川
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
６
７
号
）
第
７
５
条

第
３
項
に
基
づ
き
措
置
し
た
船
舶
に
つ
い
て
、
当
該
船
舶
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
船
舶
に
つ
い
て
権
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原
を
有
す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
船
舶
を
返
還
す
る
た
め
、
同
条
第
５

項
お
よ
び
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
１
４
号
）
第
３
９
条
の
３
第
１
項
第
２
号
に
基
づ
き
、

同
項
第
１
号
の
公
示
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
な
お
、
当
該
船
舶
の
措
置
お
よ
び
保
管
に
要
し
た
費
用
は
、
河
川
法
第
７
５
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り

、
当
該
船
舶
の
所
有
者
等
の
負
担
と
な
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
河
川
法
施
行
令
第
３
９
条
の
３
第
１
項
第
１
号
の
公
示
の
日

　
　
令
和
６
年
１
月
１
９
日
（
公
示
の
日
）

２
　
保
管
し
た
船
舶
の
名
称
ま
た
は
種
類
、
形
状
お
よ
び
数
量

　
　
別
表
の
と
お
り

３
　
保
管
し
た
船
舶
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
お
よ
び
当
該
船
舶
を
除
却
し
た
日
時

　
　
別
表
の
と
お
り

４
　
保
管
し
た
船
舶
の
保
管
を
始
め
た
日
時
お
よ
び
保
管
の
場
所

⑴
　
保
管
を
始
め
た
日

　
　
別
表
の
と
お
り

⑵
　
保
管
の
場
所

敦
賀
市
櫛
川
地
先

福
井
県
敦
賀
港
湾
事
務
所
管
理
用
地
内

５
　
保
管
し
た
船
舶
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続

　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
敦
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
当
該
船
舶
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
示
し
、
河
川
法
施
行
規
則
（
昭
和
４
０
年
建
設
省
令
第
７
号
）
第
３

３
条
の
１
３
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
受
領
書
と
引
き
換
え
に
返
還
を
受
け
る
こ
と
。
　
　
　

６
　
問
合
せ
先

福
井
県
土
木
部
河
川
課

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
８
０

福
井
県
嶺
南
振
興
局
敦
賀
土
木
事
務
所

管
理
用
地
課

敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
３
６

電
話
　
０
７
７
０
－
２
２
－
５
４
６
３
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
　

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
警
察
庁
舎
清
掃
業
務
委
託
　
一
式

⑵
　
委
託
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
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を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時
ま
で
に
資
格

の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
２
０
号
）
第
１
２

条
の
２
第
１
項
第
１
号
ま
た
は
第
８
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
平
成
２
１
年
度
以
降
に
お
い
て
、
庁
舎
等
清
掃
業
務
を
元
請
と
し
て
契
約
履
行
し
た
実
績
を
有
し

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

①
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

②
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

③
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

④
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
⑤
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
１
５

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

電
話
　
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０

内
線
　
２
２
３
４

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス

テ
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
様
式
。
な
お
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
入
札

説
明
書
様
式
２
）
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業

務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日
（
火
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
２
日
（
木
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

①
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
契
約
担

当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

た
も
の
と
す
る
。

②
　
紙
入
札
に
よ
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

〒
９
１
０
－
８
５
１
５

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

イ
　
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
６
年
３
月
２
２
日
（
金
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で
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教
育
委
員
会
告
示

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
１
号

　
福
井
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
係
る
県
統
計
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
６
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会

　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
係
る
県
統
計

　
　
　
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
福
井
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
係
る
県
統
計
調
査
の
告
示
（
平
成
２
１
年
福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第

５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
表
学
校
卒
業
者
の
進
路
実
態
調
査
の
項
中
「
郵
送
調
査
」
を
「
電
子
メ
ー
ル
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
６
年
２
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

⑶
　
開
札
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
５
日
（
月
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
警
察
本
部
　
入
札
室

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る

。　
な
お
、
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
発
効
時
に
お
い
て
生
じ
る

。
９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
。

１
０
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

⑴
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ

る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

⑵
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
会
計
局
会
計
課
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

１
１
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
Police Governm

ent O
ffi
ce Building A

dm
inistration Cleaning Service

⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
　
10:00A

.M
.25 M

arch,2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
From

 1st of A
pril 2024 to 31st of M

arch 2025
⑷
　
Contact point for the notice
　
Building A

dm
inistration Section, Fukui Prefectural Police H

.Q
. 3-17-1 O

te, Fukui 
City, Fukui Prefecture, 910-8515 Japan.
　
　
T
el 0776-22-2880
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公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
公

立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
物
品
等
ま
た
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
会
計
細
則
（
平
成
３
１
年

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
細
則
第
２
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

  　
令
和
６
年
２
月
６
日

      　
　
　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
　
窪
田
　
裕
行

１
  入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
業
務
の
名
称

　
　
永
平
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
　
総
合
管
理
業
務
委
託

⑵
　
業
務
内
容

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則

（
平
成
１
９
年
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
細
則
第
１
７
号
）
第
４
条
に
基
づ
き
事
務
局
長
が
定
め

る
競
争
入
札
参
加
の
資
格
を
有
し
、
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
物
品
等
ま
た
は
特
定
役
務
の
調
達

手
続
に
関
す
る
会
計
細
則
第
５
条
に
基
づ
く
審
査
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を

す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
福
井
県
公
安
委
員
会
の
認

定
を
受
け
て
い
る
者
ま
た
は
同
法
第
９
条
の
届
出
書
を
福
井
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
て
い
る
者
で

あ
る
こ
と
。

⑸
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
２
０
号
）
第
１
２

条
の
２
第
１
項
第
１
号
ま
た
は
第
８
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
中
央
監
視
制
御
運
転
業
務
に
係
る
作
業
員
に
つ
い
て
、
「
中
央
監
視
制
御
運
転
業
務
お
よ
び
自
家

　
用
電
気
工
作
物
保
安
業
務
特
記
仕
様
書
」
表
２
に
掲
げ
る
作
業
員
資
格
に
該
当
す
る
こ
と
。

⑺
　
入
札
参
加
申
請
時
に
お
い
て
、
受
託
者
へ
の
連
絡
等
か
ら
１
時
間
以
内
に
本
学
永
平
寺
キ
ャ
ン
パ

ス
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
、
異
常
や
苦
情
等
の
対
応
に
着
手
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑻
　
平
成
２
１
年
度
以
降
に
お
い
て
、
元
請
（
共
同
企
業
体
の
場
合
は
、
当
該
共
同
企
業
体
の
代
表
者

に
限
る
。
）
と
し
て
本
学
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
、
中
央
監
視
制
御
運
転
業
務
な

ら
び
に
延
床
面
積
２
５
，
０
０
０
㎡
以
上
の
建
物
の
警
備
業
務
お
よ
び
清
掃
業
務
を
受
託
（
受
託
期

間
が
１
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
し
、
契
約
期
間
満
了
ま
で
適
切
に
そ
の
業
務
を
履
行
し
た
実
績

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑼
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
  入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
は
、
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
。

⑵
　
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
１
１
９
５

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
－
１
－
１

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
　
財
務
課

電
話
  ０
７
７
６
－
６
１
－
６
０
０
０

４
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
次

の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
本
学
の
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
の
提
出
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
８
日
（
水
）
１
６
時

⑵
　
提
出
方
法

　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
提
出
期
限
必
着
と
す
る
。
）
。

⑶
　
提
出
先
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令
和
六
年
二
月
六
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
　
３
⑵
と
同
様
と
す
る
。

５
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
入
札
お
よ
び
開
札
の
場
所
な
ら
び
に
日
時

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
当
日
持
参
ま
た
は
事
前
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
は
提
出
期
限
必
着
と
す
る
。
）
。

⑵
　
入
札
書
を
事
前
郵
送
す
る
場
合
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
提
出
期
間

　
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
た
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）
１
６
時
ま
で
（
提

出
期
限
必
着
と
す
る
。
）
。

イ
　
提
出
先

　
　
３
⑵
と
同
様
と
す
る
。

⑶
　
入
札
お
よ
び
開
札
の
場
所
な
ら
び
に
日
時

ア
　
場
所

　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
　
永
平
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
棟
１
階
会
議
室

イ
　
日
時

　
　
令
和
６
年
３
月
２
１
日
（
木
）
９
時

６
  入
札
方
法
に
関
す
る
事
項

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
  落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

８
  そ
の
他

⑴
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則
の
規
定
に
よ
る
。

⑵
　
入
札
の
無
効

　
　
公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
契
約
事
務
取
扱
細
則
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑷
　
落
札
決
定
の
効
果

　
　
当
該
競
争
入
札
の
落
札
決
定
の
効
果
は
、
令
和
６
年
度
予
算
発
効
時
に
お
い
て
生
じ
る
。

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
本
学
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

。
９
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
T
otal m

anagem
ent for Fukui Prefectural U

niversity Eiheiji cam
pus

⑵
　
D
ate and tim

e of bidding
　
 9:00 A

.M
.  th M

arch 2024
⑶
　
Period of Contract

　
　
 From

 1st A
pril 2024 to 31st M

arch 2025
⑷
　
Contact point of contract notice
　
Finance D

ivision, Fukui Prefectural U
niversity, 4-1-1, M

atsuokakenjoujim
a, Eiheiji 

tow
n, Y
oshida county, Fukui prefecture,910-1195 Japan

　
　
T
EL 0776-61-6000


